
本校と奈良女子大学及び奈良県立大学とが取り交わした”地（知）の拠点大学による地方

創生推進事業 参加大学等間単位互換に関する覚書”(平成 29年 9月 19日締結)により実現

し、３大学・高専の学生が、相互に大学や高専の授業科目を履修し、単位を取得すること

を認めるものです。詳しくは、http://www.nara-k.ac.jp/contribution/2017/09/post-94.html 

参照ください。 

http://www.nara-k.ac.jp/contribution/2017/09/post-94.html

